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原子力規制庁記者ブリーフィング 

 

  日時：令和元年6月28日（金）14:30～ 

  場所：原子力規制委員会庁舎 記者会見室 

  対応：大熊長官官房総務課長 

 

 

＜本日の報告事項＞ 

○司会 それでは、定刻になりましたので、ただいまから原子力規制庁の定例ブリーフィ

ングを始めます。 

○大熊総務課長 では、お手元の広報日程に基づきまして、補足説明をさせていただきま

す。 

  広報日程の1ページ目と2ページ目については、補足の情報はございません。 

  3ページ目をお願いいたします。上段でございます。7月2日火曜日、（9）第738回の審

査会合が午前中に予定されております。こちらの会合は、特定重大事故等対処施設に係

る審査のため、非公開とさせていただきます。審査の対象は、関西電力・高浜発電所1

号、2号、3号、4号炉の工事計画認可についての審査の予定でございます。 

  次に、その下、（10）第739回の審査会合が、こちらは午後に開催される予定でござい

ます。審査対象、議題は、中国電力・島根発電所2号機についての審査でございます。

内容は、地すべり、土砂崩れ対策についてのコメント回答が行われる予定でございます。 

  次に、その下、（11）第6回の実用発電用原子炉施設の廃止措置計画に係る審査会合が、

こちらはその後、夕刻に開催される予定でございます。 

  こちらの会合では、四国電力・伊方発電所及び関西電力・大飯発電所の廃止措置計画

の審査について、コメント回答が行われる予定でございます。 

  また、中部電力・浜岡発電所の、こちらは保安規定の変更の申請についての審査が、

こちらもコメント回答ですが、行われる予定でございます。 

  次に、広報日程の4ページ目上段でございます。7月4日木曜日、第1回特定重大事故等

対処施設の設置に伴う保安規定の審査方針に関する会合、こちらが午前中に開催される

予定でございます。 

  こちらの会合の議題でございますが、今週の水曜日の原子力規制委員会の定例会にお

きまして、本件、特定重大事故等対処施設の設置に伴う保安規定の審査についての方針

が議論され、了承されたところでございます。その内容について、今回は事業者にお伝

えをするということが予定されております。 

  次に、その下、（14）第1回の輸送容器及び使用済燃料貯蔵施設に係る特定容器に関す

る審査会合が同日の午後に開催される予定でございます。 

  こちらの会合でございますが、これら輸送容器、それから、貯蔵施設に係る特定容器
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についての審査は、これまで面談などで行われ、認可等が行われておりましたけれども、

審査の公開性を高めていくという方針のもとで、審査会合という形で実施をすることに

したものでございます。 

  議題は、多数そこに記載されております。個々には省略をいたしますが、貯蔵施設に

係る特定容器についての型式証明等、また、輸送に関する輸送容器、キャスクでござい

ますが、これについての設計承認等についての申請について、順次審査が行われる予定

でございます。 

  最後に、広報日程の5ページ目、（18）、こちらは日程としては7月5日金曜日でござい

ますが、第5回の原子炉安全基本部会、第23回の核燃料安全専門審査会、こちらの会合

が午後3時半から開催される予定でございます。議題は、記載されております2件の予定

でございます。 

  まず、議題の1つ目は、検査制度の見直しに関する検討状況についてということで、前

回、3月に行われた会合での議論に続きまして、検査制度の見直しについての状況につ

いて議論が行われる予定でございます。規制庁から検討状況を説明した上で、今回は前

回の議論を踏まえまして、事業者からも検討状況について説明をお聞きし、議論が行わ

れるという予定となっております。 

  また、議題の2件目は、こちらは定例で定期的に行っている、議論されている議題でご

ざいますが、スクリーニングと要対応技術情報の状況についてということで、トラブル

情報や新たな知見などから、対応が必要なものをスクリーニングすると、こういうこと

についての議論を行うものでございます。 

  私からの御説明は以上です。 

 

＜質疑応答＞ 

○司会 それでは、皆様からの質問をお受けします。いつものとおり、所属と名前をおっ

しゃってから質問のほうをお願いいたします。 

  それでは、質問のある方は手を挙げてください。ワタナベさん。 

○記者 時事通信のワタナベです。よろしくお願いいたします。 

  4ページ目の（13）の特重施設設置に伴う保安規定の審査方針の会合なのですけれども、

先ほどの説明ですと、この前、委員会であった内容を事業者に伝えるだけで、特に何か

具体的な審査について踏み込むような内容ではないということでしょうか。 

○大熊総務課長 今、御質問いただきましたとおり、今回は委員会で審議された方針をま

ずお伝えするというところまでの予定になっております。こういう形で会合を立ててお

りますので、今後、準備を進めていただき、当方でも検討している事項もございますが、

議論をしていくということになると思いますが、今回はまずお伝えするという予定でご

ざいます。 

○記者 これに出席する事業者は、具体的にはどことか決まっているのでしょうか。 
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○大熊総務課長 多くの事業者にお伝えをするということでございますが、詳細は調整中

でございます。 

○記者 分かりました。ありがとうございます。 

 

○司会 ほか、ございますでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、本日のブリーフィングは以上としたいと思います。お疲れさまでした。 

 

－了－ 


